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はじ めに  

 

この 冊子 は， 未 成 年後 見人 の基 本的 な職 務に つい て， Ｑ＆ Ａ方 式で 説明

した もの です （以 下， 未成 年後 見人 を「 後見 人」 ，未 成年 被後 見人 を「 未

成年 者」 とい いま す。 ）。  

後見 人に なら れる 予定 の方 や， 後見 人に なら れた 方は ，ま ずは この 冊子

をよ くお 読み にな って ，後 見人 の職 務に つい て十 分ご 理解 いた だき ，適 切

に後 見人 とし ての 活動 を行 って くだ さい 。  

 な お， この 冊子 は， 大阪 家庭 裁判 所で 後見 人に 選任 され た方 を対 象に 作

成し てい ます 。本 文で 説明 され てい る事 務手 続に 関し ては ，他 の家 庭裁 判

所に おけ る取 扱 い と一 部異 なる とこ ろも あり ます ので ，ご 承知 おき く だ さ

い。  
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●  Ｑ ＆ Ａ  

Ｑ １  後 見 人 の 仕 事  

 

１ 後見人とは 

後 見 人 と は ， 親 権 者 が 死 亡 す る な ど し て ， 未 成 年 者 に 親 権 を 行 う 人 が

い な い 場 合 に ， 親 権 者 に 代 わ っ て ， 未 成 年 者 の 身 上 監 護 及 び 財 産 管 理 を

行 う 人 の こ と で す 。  

後 見 人 の 仕 事 は ， 未 成 年 者 が 成 年 に 達 し た り ， 養 子 縁 組 や 婚 姻 を し た

り す る ま で 続 き ま す 。  

 

２ 後見人の仕事と責任 

 身 上 監 護  

   後 見 人 は ， 未 成 年 者 が 健 康 に 育 ち ， 一 人 前 の 社 会 人 に な れ る よ う ，

監 護 ・ 教 育 に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

  財 産 管 理  

   後 見 人 は ， 自 分 の 財 産 を 管 理 す る 以 上 の 注 意 を 払 っ て ， 未 成 年 者 の

財 産 を 適 切 に 管 理 す る 責 任 と 義 務 が あ り ま す 。  

   こ の 注 意 義 務 に 違 反 し て 未 成 年 者 の 財 産 に 損 害 を 与 え た 場 合 に は ，

た と え 後 見 人 が 未 成 年 者 の 親 族 で あ っ て も ， 他 人 の 財 産 に 損 害 を 与 え

た 場 合 と 同 じ よ う に ， 損 害 賠 償 責 任 を 負 う こ と に な り ま す 。  

 

３ 家庭裁判所の監督 

家 庭 裁 判 所 は ， 未 成 年 者 の 福 祉 や 利 益 を 守 る た め ， 後 見 人 に よ る 後 見

事 務 を 監 督 し ま す 。 そ こ で ， 後 見 人 に 対 し ， 定 期 的 な 後 見 事 務 の 報 告 を

求 め て い る ほ か （ Ｑ 13参 照 ） ， 必 要 に 応 じ て ， 随 時 ， 報 告 を 求 め た り ，

家 庭 裁 判 所 へ の 出 頭 を 求 め た り す る こ と が あ り ま す 。

  

後見人は，どのような仕事をするのでしょうか。  

Ｑ １  後 見 人 の 仕 事  
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Ｑ ２  後 見 人 の 責 任  

 

 

１ 後見人の解任  

 後 見 人 に 不 正 や 不 適 切 な 行 為 等 が あ る と き は ， 家 庭 裁 判 所 は ， 後 見 人

を 解 任 す る こ と が あ り ま す 。  

不 正 や 不 適 切 な 行 為 等 と は ， 例 え ば ， 次 の よ う な 行 為 を い い ま す 。  

 

× 未 成 年 者 の 財 産 を 後 見 人 の 生 活 費 と し て 使 う 。  

× 未 成 年 者 の 財 産 を 後 見 人 や 親 族 に 貸 し 付 け る 。  

× 後 見 人 個 人 名 義 の 口 座 で 未 成 年 者 の 財 産 を 管 理 す る 。  

× 未 成 年 者 の 世 話 を し な い 。  

× 家 庭 裁 判 所 の 指 示 に 従 わ ず ， 財 産 目 録 等 を 提 出 し な い 。  … な ど  

 

２ 民事上・刑事上の責任 

  後 見 人 は ， 未 成 年 者 の た め ， 自 分 の 財 産 を 管 理 す る 以 上 の 注 意 を 払 っ

て ， 誠 実 に 財 産 管 理 を 行 う 責 任 と 義 務 を 負 っ て い ま す の で ， そ の 義 務 に

違 反 し て 未 成 年 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に は ， そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば

な り ま せ ん 。  

  ま た ， 後 見 人 が 未 成 年 者 の 財 産 を 横 領 し た 場 合 に は ， た と え 後 見 人 が

未 成 年 者 の 親 族 で あ っ て も ， 業 務 上 横 領 罪 等 の 刑 事 責 任 を 問 わ れ る こ と

が あ り ま す 。  

  

どのような場合に，後見人として責任を問われるのですか。  

Ｑ ２  後 見 人 の 責 任  
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Ｑ ３  後 見 人 の 仕 事 の 始 期 と 後 見 人 で あ る こ と の 証 明  

 

 

 

 

１ 後見人の仕事の始期  

  後 見 人 が 家 庭 裁 判 所 か ら 郵 送 さ れ た 未 成 年 後 見 人 選 任 の 審 判 書 の 謄 本

を 受 け 取 っ た 日 が ， 審 判 の 効 力 が 発 生 す る 日 に な り ま す 。 後 見 人 と し て

の 職 務 は ， そ の 日 か ら 始 ま り ま す 。  

 

２ 後見人であることの証明  

  後 見 人 が 選 任 さ れ る と ， 未 成 年 者 の 戸 籍 に 後 見 人 が 選 任 さ れ た こ と が

記 載 さ れ ま す の で ， 未 成 年 者 の 本 籍 地 の 市 区 町 村 役 場 か ら ， 未 成 年 者 の

戸 籍 謄 本 の 交 付 を 受 け て ， こ れ を 提 示 す れ ば 後 見 人 で あ る こ と を 証 明 で

き ま す 。  

  た だ し ， 戸 籍 に 記 載 さ れ る ま で に は 一 定 の 時 間 が か か り ま す 。 そ の 間

に 後 見 人 で あ る こ と の 証 明 を 求 め ら れ た 場 合 に は ， 審 判 書 の 謄 本 を 提 示

す る こ と が 考 え ら れ ま す が ， そ れ で 証 明 に 足 り る か ど う か ， 実 際 に 手 続

を す る 役 所 や 金 融 機 関 に あ ら か じ め 確 認 し て お く と よ い で し ょ う 。  

  

後見人に選ばれた場合は，いつから後見人としての職務が始

まるのですか。また，後見人であることの証明を求められたと

きは，どうすればよいですか。  

Ｑ ３  後 見 人 の 仕 事 の 始 期 と 後 見 人 で あ る こ と の 証 明  
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Ｑ ４  初 回 報 告  

 

１ 財産目録及び収支予定表の作成  

  審 判 書 の 謄 本 を 受 け 取 っ て か ら １ か 月 以 内 に ， 未 成 年 者 の 財 産 に つ い

て 調 査 し て ，「 財 産 目 録 」及 び「 収 支 予 定 表 」を 作 成 の 上 ，通 帳 の 写 し な

ど の 資 料 と 一 緒 に ， 家 庭 裁 判 所 に 提 出 （ 郵 送 ） し て く だ さ い 。  

初 回 報 告 の た め の 書 類 の 作 り 方 に つ い て は ， 「 ● 初 回 報 告 書 類 の 作 り

方 」 （ 19頁 ） を 参 照 し て く だ さ い 。  

   

「 財 産 目 録 」及 び「 収 支 予 定 表 」は ，後 見 人 と し て 仕 事 を す る 上 で 非 常

に 重 要 な も の で す 。 仮 に 期 限 内 の 提 出 が 難 し い 場 合 に は ， 期 間 伸 長 の 申

立 て を し た 上 で ， 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 な け れ ば な り ま せ ん の で ， で き

る だ け 早 く 家 庭 裁 判 所 に 御 相 談 く だ さ い 。  

 

２ 監督人が選任されている場合 

  監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 は ， 作 成 し た 「 財 産 目 録 」 及 び 「 収 支 予

定 表 」 を 監 督 人 に 提 出 し ， チ ェ ッ ク し て も ら う 必 要 が あ り ま す の で ， 監

督 人 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。  

  

後見人に選ばれて，最初にすることは何でしょうか。  

Ｑ ４  初 回 報 告  
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Ｑ ５  財 産 管 理 の 方 法  

 

１ 未成年者の財産は，未成年者名義で管理する。  

未 成 年 者 が 受 け 取 る べ き 保 険 金 や 亡 親 の 遺 産 （ 預 貯 金 ） を ， 後 見 人 の

口 座 で 受 け 取 っ た ま ま 未 成 年 者 の 口 座 に 移 し 替 え て い な い 等 ， 未 成 年 者

の 財 産 が 未 成 年 者 名 義 で 管 理 さ れ て い な い 場 合 は ， 速 や か に 未 成 年 者 の

口 座 に 移 し 替 え る よ う に し て く だ さ い 。  

な お ， 未 成 年 者 の 財 産 で あ る こ と を は っ き り さ せ る た め ， 預 貯 金 口 座

の 名 義 は ， 必 ず ， 以 下 の い ず れ か に し て く だ さ い 。  

  未 成 年 者 名 義 に す る 。  

 後 見 人 と し て 管 理 し て い る こ と を 明 記 し た 口 座 に す る 。  

例 ：  ○  ○  ○  ○  未 成 年 後 見 人  ●  ●  ●  ●  

（ 未 成 年 者 名 ）       （ 後 見 人 名 ）  

   ※  こ の よ う な 名 義 で 口 座 を 開 設 す る 方 法 に つ い て は ， 各 金 融 機 関

に 問 い 合 わ せ て く だ さ い 。  

 

２ 財産は，安全確実な方法で管理する。 

未 成 年 者 の 財 産 管 理 は ， 安 全 確 実 が 基 本 で す 。  

元 本 保 証 の な い 投 機 的 な 運 用 （ 株 式 ， 投 資 信 託 ， 外 貨 預 金 等 ） は ，  

し な い で く だ さ い 。  

 

３ 小口の預貯金はできる限り口座をまとめる。  

  預 貯 金 口 座 が 多 数 あ る と ， 家 庭 裁 判 所 へ の 定 期 報 告 等 で 資 料 を 作 成 す

る 際 に ， 大 変 な 労 力 が 必 要 と な り ま す 。 利 用 し て い な い 少 額 の 口 座 が 複

数 あ る 場 合 に は ，  で き る 限 り 口 座 を ま と め て お く と ， 財 産 管 理 や 家 庭

裁 判 所 へ の 報 告 が し や す く な り ま す 。  

財産管理で気を付けるべきことを教えてください。  

Ｑ ５  財 産 管 理 の 方 法  
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４ 高額な一時払い生命保険への加入に注意 

  保険 に加 入す る際 には ，中 長期 的な 観点 から ，今 後， 未成 年者 に必 要

な生 活費 ，教 育費 等を 考慮 の上 ，未 成年 者に 利益 のあ る保 障内 容か 慎重

に判 断し てく ださ い。  

 

５ 未成年者の財産が相当高額に達した場合 

  親 族 が 単 独 で 後 見 人 に 選 任 さ れ て い る 場 合 で も ， そ の 後 ， 未 成 年 者 の

財 産 が 相 当 高 額 に 達 し ， 家 庭 裁 判 所 が 必 要 と 判 断 し た と き に は ， 後 見 監

督 人 が 選 任 さ れ ま す 。 た だ し ， 条 件 が 整 え ば ， 代 わ り に 後 見 制 度 支 援 信

託又 は後 見制 度支 援預 金 （ 注 ） を活 用 する こと がで きま す。  

詳 し く は ， 家 庭 裁 判 所 が 後 見 監 督 人 の 選 任 や 後 見 制 度 支 援 信 託 又 は後

見制 度支 援預 金の 活用 を検 討し た際 に説 明が あり ます 。  

  

                                                   
（ 注 ）  後 見 制 度 支 援 信 託 又 は 後 見 制 度 支 援 預 金 と は ， 未 成 年 者 の 財 産 の う ち ， 日

常 的 な 支 払 を す る の に 必 要 十 分 な 金 銭 を 預 貯 金 等 と し て 後 見 人 が 管 理 し ，通 常 使

用 し な い 金 銭 を 信 託 財 産 又 は 特 別 な 預 貯 金 と し て 金 融 機 関 が 管 理 す る も の で す 。 
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Ｑ ６  収 入 ・ 支 出 の 管 理 方 法  

 

 

 

１ 「金銭出納帳」をつける。  

現 金 を 手 元 で 管 理 し て い る 場 合 に は ， 「 金 銭 出 納 帳 」 （ 29頁 参 照 ） を

つ け て ， 未 成 年 者 の お 金 の 流 れ を 把 握 で き る よ う に し て く だ さ い 。 「 金

銭 出 納 帳 」 に つ い て は ， 必 要 に 応 じ て 家 庭 裁 判 所 に 提 示 し て い た だ く こ

と も あ り ま す 。  
 

２ なるべく預貯金口座への自動入金や自動引落の手続をする。  

定 期 的 な 収 入 や 支 出 が あ る 場 合 は ， な る べ く 預 貯 金 口 座 へ の 自 動 入 金

や 自 動 引 落 に し て お く と ， 振 込 等 の 手 間 が 省 け る 上 ， 通 帳 が 金 銭 出 納 帳

代 わ り に な る た め ， 大 変 便 利 で す 。  
 

３ 臨時で高額の出費がある場合には，必ず領収書を保管する。  

臨 時 で 高 額 （ お お む ね １ 回 １ ０ 万 円 以 上 ） の 出 費 が あ っ た 場 合 に は ，

必 ず 領 収 書 を 保 管 し ， 定 期 報 告 の 際 に ， コ ピ ー （ Ａ ４ 判 用 紙 を 使 用 す

る 。 ） を 家 庭 裁 判 所 に 提 出 し て く だ さ い 。  

な お ， 臨 時 で 高 額 な 出 費 に つ い て は ， 家 庭 裁 判 所 へ の 事 前 の 連 絡 ， 相

談 が 必 要 な 場 合 が あ り ま す の で ， ご 注 意 く だ さ い （ Q12参 照 ） 。  
 

４ あくまで「未成年者本人の財産」として管理する。  

未 成 年 者 の 財 産 を ， 後 見 人 や 第 三 者 の 財 産 と 混 同 し て は い け ま せ ん 。  

な お ， 後 見 人 や 親 族 が 未 成 年 者 と 同 居 し て い る 場 合 は ， 未 成 年 者 の 食

費 や 光 熱 費 な ど の 生 活 費 を ， 他 の 家 族 の 分 と 切 り 分 け る こ と が 難 し い か

も し れ ま せ ん 。 こ の 場 合 は ， 家 族 の 構 成 人 数 ， 世 帯 全 体 の 収 入 な ど を 踏

ま え て ， 未 成 年 者 一 人 分 の 生 活 費 の 額 を 決 め て く だ さ い 。 金 額 は で き る

限 り ， 毎 月 ， 決 ま っ た 額 に す る と 管 理 が し や す く な り ま す 。  

未成年者の収入・支出は，どのように管理すればよいです

か。また，どのような資料を残しておけばよいですか。  

Ｑ ６  収 入 ・ 支 出 の 管 理 方 法  



8 
 

Ｑ ７  未 成 年 者 の 財 産 か ら 支 出 で き る も の  

 

 

 

１ 未成年者の生活費等  

  未 成 年 者 自 身 の 生 活 に 必 要 な 費 用 （ 食 費 ， 被 服 費 ， 医 療 費 ， 教 育 費 ，

住 居 費 ， 税 金 ， 保 険 料 ， 小 遣 い 等 ） は ， 未 成 年 者 の 財 産 か ら 支 出 す る こ

と が で き ま す 。  

 

２ 未成年者が負っている債務等の返済  

  未 成 年 者 が 債 務 を 負 っ て い る 場 合 に は ， 未 成 年 者 の 財 産 か ら 返 済 す る

こ と に な り ま す 。  

た だ し ， 後 見 人 が 選 任 さ れ る 前 に 親 族 か ら 援 助 の 名 目 で 受 け 取 っ た お

金 な ど は ， 贈 与 （ も ら っ た も の ） な の か 貸 借 （ 返 す べ き も の ） な の か ，

あ い ま い な 場 合 が あ り ま す 。 証 書 等 が 残 っ て い な い 場 合 に は ， 未 成 年 者

が 本 当 に 債 務 を 負 っ て い る か を 確 認 す る 必 要 が あ り ま す の で ， 返 済 す る

前 に ， 連 絡 票 （ Ｑ 12 参 照 ） を 使 用 し て 家 庭 裁 判 所 （ 後 見 監 督 人 が 選 任

さ れ て い る 場 合 に は ， 後 見 監 督 人 ） に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

３ 後見事務費 

  後 見 人 が そ の 職 務 を 行 う た め に 必 要 な 経 費 （ 後 見 事 務 費 ） は ， 未 成 年

者 の 財 産 か ら 支 出 し て 構 い ま せ ん 。  

  後 見 事 務 費 の 例 と し て は ， 次 の よ う な も の が あ り ま す 。  

 

・  未 成 年 者 と の 連 絡 や 面 会 の 際 に か か る 費 用  

・  未 成 年 者 の 財 産 管 理 を 行 う た め に ， 金 融 機 関 に 行 く 際 の 交 通 費  

・  未 成 年 者 の 財 産 の 収 支 を 記 録 す る た め に 必 要 な 文 房 具 ， コ ピ ー 代  

未成年者の財産から支出できるものには，どのようなものが

ありますか。  

Ｑ ７  未 成 年 者 の 財 産 か ら 支 出 で き る も の  



9 
 

 後 見事 務費 は， 必要 性 を 踏ま えて 常識 的な 範囲 内に 収め るよ うに して

くだ さい 。例 えば ，交 通手 段に つい て， 費用 が高 額と なる タク シー の利

用は ，特 別の 事情 がな い限 り 不 適当 と考 えら れま す。  

 

４ その他  

  上記 １か ら３ 以外 につ いて は， 未成 年者 の財 産か らの 支出 が一 切認 め

られ ない とい うわ けで はあ りま せん 。  

  例え ば， 未成 年者 の親 族や 親し い友 人の 慶弔 の際 に支 払う 香典 や祝 儀

等に つい ては ，常 識 的 な範 囲内 であ れば ，未 成年 者の 財産 から 支出 して

構い ませ ん。  

  その 他， 支出 して よい もの かど うか 迷っ たり ，支 出の 金額 が妥 当で あ

るか 不安 だっ たり する 場合 には ，連 絡票 （Ｑ12 参照 ） を使 用し て家 庭

裁判 所（ 後見 監督 人が 選ば れて いる 場合 は， 後見 監督 人） にお 問い 合わ

せく ださ い。   
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Ｑ ８  未 成 年 者 の 財 産 の 処 分  

 

 

 

１ 未成年者に損害を与えないよう，必要性等をよく検討する。  

  後 見 人 は ， 自 ら の 判 断 と 責 任 に お い て ， 未 成 年 者 の 財 産 を 処 分 （ 例 え

ば ， 不 動 産 を 売 却 し た り ， 賃 貸 借 し た り ， 抵 当 権 を 設 定 し て お 金 を 借 り

た り ） す る こ と が で き ま す 。  

  た だ し ， 当 然 な が ら ， 未 成 年 者 の 財 産 を 処 分 す る に 当 た っ て は ， 本 当

に 処 分 す る 必 要 が あ る の か ， 他 に 選 択 肢 は な い か と い っ た 検 討 を 行 い ，

未 成 年 者 に 損 害 を 与 え な い よ う ， 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 行 っ て く だ さ い 。  

 

万 が 一 ， 未 成 年 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に は ， 後 見 人 に 賠 償 責 任 が 生 じ

る 可 能 性 が あ り ま す 。  

 

  な お ， 判 断 に 迷 う よ う な 場 合 に は ， 連 絡 票 （ Ｑ 12 参 照 ） を 使 用 し て

家 庭 裁 判 所 （ 後 見 監 督 人 が 選 ば れ て い る 場 合 は ， 後 見 監 督 人 ） に お 問 い

合 わ せ く だ さ い 。  

 

２ 後見監督人の同意  

後 見 監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 に は ， 重 要 な 財 産 の 処 分 に 際 し ， 後

見 監 督 人 の 同 意 が 必 要 と な り ま す の で ， あ ら か じ め 後 見 監 督 人 に 相 談 し

て く だ さ い 。   

未成年者の不動産を処分して，未成年者の学費に充てたいの

ですが，どのようにしたらよいですか。  

Ｑ ８  未 成 年 者 の 財 産 の 処 分  
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Ｑ ９  遺 産 分 割 を す る 場 合  

 

 

 

１ 特別代理人の選任（後見監督人が選ばれていない場合）  

  後 見 人 と 未 成 年 者 が 同 じ 遺 産 分 割 の 相 続 人 に な っ た 場 合 に は ， 一 時 的

に 未 成 年 者 を 代 理 し て く れ る 特 別 代 理 人 の 選 任 を 家 庭 裁 判 所 に 申 し 立 て

る 必 要 が あ り ま す （ 未 成 年 者 が 複 数 の 場 合 は ， 人 数 分 の 特 別 代 理 人 の 選

任 を 申 し 立 て る 必 要 が あ り ま す 。 ） 。  

  そ の 上 で ， 遺 産 分 割 の 際 に は ， 特 別 代 理 人 に 未 成 年 者 の 相 続 分 を 主 張

し て も ら い ， 後 見 人 自 身 は ， 自 ら の 相 続 分 だ け を 主 張 し て 遺 産 分 割 を 行

う こ と に な り ま す 。 遺 産 分 割 協 議 が 終 わ れ ば ， 特 別 代 理 人 の 職 務 は 終 了

し ま す 。  

  な お ， 後 見 監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 は ， 後 見 監 督 人 が 未 成 年 者 を

代 理 し ま す の で ， 特 別 代 理 人 選 任 の 申 立 て は 必 要 あ り ま せ ん 。  

 

２ 原則として，未成年者の法定相続分を確保する。  

未 成 年 者 の 権 利 を 守 る た め ， 遺 産 分 割 協 議 に お い て は ， 原 則 と し て ，

未 成 年 者 の 法 定 相 続 分 （ 民 法 で 定 め ら れ た 遺 産 の 取 得 割 合 ） を 確 保 し た

遺 産 分 割 協 議 書 を 作 成 す る 必 要 が あ り ま す 。 た だ し ， 債 務 の 額 が 大 き い

場 合 に は ， 相 続 放 棄 な ど の 手 続 を 検 討 す る 必 要 も あ り ま す 。 遺 産 分 割 協

議 書 案 が で き あ が っ た 段 階 で ，連 絡 票（ Ｑ 12参 照 ）を 使 用 し て 家 庭 裁 判

所 に 連 絡 し て く だ さ い 。  

こ れ は ， 特 別 代 理 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 も 同 様 で す 。  

  

後見人は未成年者の兄弟姉妹です。亡くなった父の遺産分割

はどのようにすればよいですか。  

Ｑ ９  遺 産 分 割 を す る 場 合  
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Ｑ 10 後 見 人 と 未 成 年 者 と の 養 子 縁 組  

 

 

 

１ 「後見人と被後見人間の養子縁組許可」の申立て  

  後 見 人 が 未 成 年 者 と 養 子 縁 組 を す る に は ，「 後 見 人 と 被 後 見 人 間 の 養 子

縁 組 許 可 」 の 申 立 て に よ り ， 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 る 必 要 が あ り ま す 。  

 

２ 「未成年者の養子縁組許可」の申立て（直系でない場合）  

後 見 人 と 未 成 年 者 の 間 柄 が 直 系（ 例：祖 父 母 と 孫 等 ）で な い 場 合 に は ，

「 後 見 人 と 被 後 見 人 間 の 養 子 縁 組 許 可 」と と も に ，「 未 成 年 者 の 養 子 縁 組

許 可 」 の 申 立 て に よ り ， 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 る 必 要 が あ り ま す 。  

 

３ 「特別代理人選任」の申立て（１５歳未満の場合）  

  未 成 年 者 が １ ５ 歳 未 満 の 場 合 は ， 未 成 年 者 の 法 定 代 理 人 が 未 成 年 者 に

代 わ っ て 縁 組 を 承 諾 す る （ 「 代 諾 」 と い い ま す 。 ） こ と に な り ま す が ，

後 見 人 が 未 成 年 者 を 養 子 縁 組 す る 場 合 に は ， 特 別 代 理 人 が 縁 組 の 代 諾 を

す る こ と に な り ま す の で ， 家 庭 裁 判 所 に 対 し ， 「 特 別 代 理 人 選 任 」 の 申

立 て を す る 必 要 が あ り ま す 。  

  た だ し ， 後 見 監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 は ， 後 見 監 督 人 が 後 見 人 に

代 わ っ て 縁 組 の 代 諾 を し ま す の で ， 特 別 代 理 人 の 選 任 は 不 要 で す 。  

 

 

 

 

 

 

後見人が未成年者を養子に迎えたいと考えています。どのよ

うにしたらよいですか。  

Ｑ １ ０  後 見 人 と 未 成 年 者 と の 養 子 縁 組  
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（参 考） 後見 人と 未成 年者 との 養子 縁組 に必 要な 申立 て  

 

 未成 年者 が 15 歳以 上か ，後 見監 督人 が選 任さ れて いる 。  

はい  いい え  

後
見
人
が
未
成
年
者
の
直
系
（
祖
父
母
又
は
父
母
） 

は
い 

後見 人と 被後 見人 間の  

養子 縁組 許可  

後見 人と 被後 見人 間の  

養子 縁組 許可  

＋  

特別 代理 人の 選任  

い
い
え 

後見 人と 被後 見人 間の  

養子 縁組 許可  

＋  

未成 年者 の養 子縁 組許 可  

後見 人と 被後 見人 間の  

養子 縁組 許可  

＋  

未成 年者 の養 子縁 組許 可  

＋  

特別 代理 人の 選任  
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Ｑ 11 後 見 人 の 辞 任  

 

 

１ 「未成年後見人辞任許可」の申立て 

  後 見 人 は ， 「 正 当 な 事 由 」 が あ る 場 合 に 限 り ， 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得

て 辞 任 す る こ と が で き ま す の で ， 家 庭 裁 判 所 に 「 未 成 年 後 見 人 辞 任 許

可 」 の 申 立 て を し て く だ さ い 。  

   「 正 当 な 事 由 」 の 例 と し て は ， 次 の よ う な も の が 考 え ら れ ま す 。  

 

・  高 齢 や 病 気 等 で ， 後 見 人 と し て の 仕 事 を 続 け ら れ な く な っ た 。  

・  後 見 人 が ， 職 業 上 の 理 由 等 で 遠 隔 地 に 転 居 す る こ と に な っ た 。  

 

２ 「未成年後見人選任」の申立て 

  後 見 人 が 辞 任 す る と 後 見 人 が 不 在 に な る 場 合 に は ， 未 成 年 者 に と っ て

不 都 合 が 生 じ な い よ う ， 辞 任 許 可 の 申 立 て と 併 せ て ， 新 た な 後 見 人 の 選

任 を 申 し 立 て て く だ さ い 。  

  

後見人が高齢になり，病気がちであるため，後見人の仕事を

続けることが困難です。どのようにしたらよいですか。  

Ｑ １ １  後 見 人 の 辞 任  
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Ｑ 12 家 庭 裁 判 所 へ の 連 絡 ・ 相 談  

 

 

 

 

１ 住所や身分事項の変更，財産の変動等がある場合  
以 下 の よ う な 場 合 に は ， 本 ハ ン ド ブ ッ ク に 添 付 さ れ て い る 連 絡 票 を 使

用 し て 速 や か に 家 庭 裁 判 所 に 連 絡 し て く だ さ い 。  

 

【 連 絡 す べ き こ と 】  

□  後 見 人 又 は 未 成 年 者 が 転 居 し た 場 合  

□  未 成 年 者 が 婚 姻 ま た は 養 子 縁 組 し た 場 合  

□  未 成 年 者 が 保 険 金 を 受 領 し た 場 合  

□  遺 産 分 割 や 相 続 放 棄 を す る 場 合  

□  立 替 金 （ 葬 儀 費 用 等 ） を 精 算 す る 場 合  

□  高 額 商 品 （ １ 回 50万 円 以 上 の 商 品 や サ ー ビ ス ） を 購 入 す る 場 合  

□  大 き な 財 産 （ 不 動 産 な ど ） を 処 分 す る 場 合  

□  後 見 人 が 病 気 で 辞 任 し た い 場 合  

 

２ その他，相談したいことがある場合 

そ の 他 ， 相 談 し た い こ と が あ る 場 合 も ， 連 絡 票 を 使 用 し て 家 庭 裁 判 所

に 連 絡 し て く だ さ い 。  

連 絡 票 送 付 か ら １ ， ２ 週 間 後 に ， 担 当 者 か ら ， 電 話 で 連 絡 を し ま す 。

お 急 ぎ の 場 合 は ， 連 絡 票 に そ の 旨 を 記 載 し て く だ さ い 。    

 

  

家庭裁判所には，どのようなときに連絡をすればよいです

か。また，相談したいことがある場合には，どのようにしたら

よいですか。 

Ｑ １ 2 家 庭 裁 判 所 へ の 連 絡 ・ 相 談  
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Ｑ 13 定 期 報 告  

 
 

１ 報告時期（年１回，未成年者の誕生月） 

年 １ 回 ， 未 成 年 者 の 誕 生 月 （ 注 ） に ， 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 ， 財 産 目 録

及 び 裏 付 け 資 料 （ 通 帳 の 写 し 等 ） を 自 主 的 に 家 庭 裁 判 所 に 提 出 し て く だ

さ い 。  

期 限 が 近 づ い て も ， 家 庭 裁 判 所 か ら の お 知 ら せ や 書 類 の 送 付 は あ り ま

せ ん の で ， 提 出 を 忘 れ な い よ う に 注 意 し て く だ さ い 。  

定 期 報 告 の た め の 書 類 の 作 り 方 に つ い て は ， 「 ● 定 期 報 告 書 類 の 作 り

方 」 （ 24頁 ） を 参 照 し て く だ さ い 。  

期 限 を 過 ぎ て も 提 出 が な い 場 合 に は ， 後 見 事 務 に 問 題 が あ る と み な さ

れ ， 家 庭 裁 判 所 へ の 出 頭 を 求 め ら れ た り ， 後 見 人 を 解 任 さ れ て ， 新 た に

専 門 職 の 後 見 人 が 選 任 さ れ た り す る こ と が あ り ま す 。  

  

２ 家庭裁判所による監督 

家 庭 裁 判 所 は ， 提 出 さ れ た 報 告 書 等 の 内 容 を チ ェ ッ ク し ， 後 見 事 務 が

適 切 に 行 わ れ て い る か を 確 認 し ま す 。  

必 要 に 応 じ て ， 電 話 や 書 面 等 で 問 い 合 わ せ た り ， 事 情 説 明 の た め に 家

庭 裁 判 所 へ の 出 頭 を 求 め た り す る こ と が あ り ま す の で ， 後 見 人 は ， い つ

で も 家 庭 裁 判 所 に 報 告 で き る よ う 準 備 し て お い て く だ さ い 。  
 

３ 後見監督人が選任されている場合  

  後 見 監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 は ， 原 則 と し て 後 見 監 督 人 の 指 示 に

従 い ， 後 見 監 督 人 に 対 し て 事 務 報 告 を 行 っ て く だ さ い 。  

                                                   
（ 注 ） 例 え ば ， 未 成 年 者 が ５ 月 ２ １ 日 生 ま れ の 場 合 は ， 前 月 末 （ ４ 月 ３ ０ 日 ） 時

点 の 状 況 を ， ５ 月 １ 日 か ら ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 報 告 す る こ と に な り ま す 。  

 な お ， 兄 弟 姉 妹 な ど ， 未 成 年 者 が 複 数 い る と き に は ， 末 子 の 誕 生 月 に 全 員 分

を 報 告 す る 場 合 が あ り ま す 。  

家庭裁判所への定期報告は，どのようにしたらよいですか。 

Ｑ １ ３  定 期 報 告  
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Ｑ 14 後 見 人 の 報 酬  

 

 

１ 「報酬付与の審判」の申立て 

  後 見 人 は ， 未 成 年 者 の 財 産 か ら ， 家 庭 裁 判 所 が 決 め た 報 酬 を 受 け 取 る

こ と が で き ま す 。  

た だ し ， 報 酬 の 前 払 い は で き ま せ ん の で ， 報 酬 を 希 望 す る 場 合 に は ，

一 定 期 間 ， 後 見 人 と し て の 仕 事 を 行 っ た 後 で ， 家 庭 裁 判 所 に 「 報 酬 付 与

の 審 判 」 の 申 立 て を し て く だ さ い 。 家 庭 裁 判 所 は ， 未 成 年 者 の 財 産 状

況 ， 後 見 事 務 の 内 容 や 期 間 な ど を 総 合 的 に 考 慮 し て ， 後 見 人 に 報 酬 を 付

与 す る の が 相 当 か ど う か ， 相 当 で あ る 場 合 に は 報 酬 額 を い く ら と す べ き

か を 決 定 し ま す 。  

 

  家 庭 裁 判 所 の 審 判 が な い ま ま ， 後 見 人 が 勝 手 に 未 成 年 者 の 財 産 か ら 報

酬 を 受 け 取 る こ と は で き ま せ ん 。  

 

  な お ，「 報 酬 付 与 の 審 判 」を 申 し 立 て る 時 期 に 決 ま り は あ り ま せ ん が ，

例 え ば ， 定 期 報 告 の 際 や 後 見 事 務 が 終 了 し た 際 な ど ， 毎 年 一 定 の 時 期 や

一 定 の 職 務 を 行 っ た 後 に 申 し 立 て る こ と が 一 般 的 で す 。  

後見人は，報酬をもらえますか。 

Ｑ １ ４  後 見 人 の 報 酬  



18 
 

Ｑ 15 後 見 終 了 時 に す る こ と  

 

 

 

１ 後見人の辞任，解任の場合（任務終了） 

  審 判 に よ っ て 後 見 人 の 辞 任 が 許 可 さ れ た 場 合 や 後 見 人 を 解 任 さ れ た

場 合 は ， ２ か 月 以 内 に 管 理 財 産 を 計 算 し ， 新 し い 後 見 人 に 引 き 継 ぐ 必

要 が あ り ま す 。 管 理 財 産 を 引 き 継 ぐ 際 に は ， 財 産 目 録 を 作 成 し ， 引 継

書 に 新 し い 後 見 人 の 署 名 押 印 を も ら っ て く だ さ い 。  

 引 継 書 ， 財 産 目 録 及 び 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 を 家 庭 裁 判 所 に 提 出 し

て く だ さ い 。  

 

２ 未成年者が成人，婚姻，養子縁組をした場合（後見終了） 

 後 見 終 了 の 日 か ら １ ０ 日 以 内 に ， 未 成 年 者 の 本 籍 地 ま た は 後 見 人 の

住 所 地 の 市 町 村 役 場 に ， 後 見 終 了 届 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 未 成 年 者 が 婚 姻 ま た は 養 子 縁 組 を し た 場 合 は ， に 加 え て ， 未 成 年

者 の 新 し い 戸 籍 謄 本 を 添 付 し た 上 で ，連 絡 票（ Ｑ 12参 照 ）を 用 い て 家

庭 裁 判 所 に 連 絡 し て く だ さ い 。  

  後 見 終 了 の 日 か ら ２ か 月 以 内 に 管 理 財 産 を 計 算 し ， 成 人 ま た は 婚 姻

し た 未 成 年 者 か ， 未 成 年 者 が 養 子 縁 組 し た 場 合 は 養 親 に 引 き 継 い で く

だ さ い 。 管 理 財 産 を 引 き 継 ぐ 際 に は ， 財 産 目 録 を 作 成 し ， 引 継 書 に ，

成 人 ま た は 婚 姻 し た 未 成 年 者 か ， 未 成 年 者 の 養 親 の 署 名 押 印 を も ら っ

て く だ さ い 。  

  引 継 書 ， 財 産 目 録 及 び 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 を 家 庭 裁 判 所 に 提 出 し

て く だ さ い 。  

   提 出 さ れ な い 場 合 は ， 家 庭 裁 判 所 か ら 問 合 せ が あ っ た り ， 事 情 確 認

の た め ， 家 庭 裁 判 所 へ の 出 頭 を 求 め ら れ た り す る こ と が あ り ま す 。  

後見人を辞めたり，未成年者が成人したりしたときは，どう

すればよいのでしょうか。 

Ｑ １ ５  後 見 終 了 時 に す る こ と  
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● 初回報告書類の作り方 

 

１  選 任 の 通 知 が 届 い て か ら ， １ か 月 以 内 に 初 回 報 告 書 類 を 提 出 し て く だ

さ い （ た だ し ， 監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 は ， 監 督 人 の 指 示 に 従 っ て

く だ さ い 。 ） 。  

 

２  提 出 し て い た だ く 書 類 は ， 以 下 の と お り で す 。  

 □  財 産 目 録 （ 初 回 用 ）  

 □  収 支 予 定 表  

 □  添 付 資 料 （ 通 帳 の 写 し 等 ）  

 

３  初 回 報 告 書 類 の 作 り 方 の 手 順 は ， お お む ね ， 次 の と お り で す 。  

 

 未 成 年 者 の 収 入 や 支 出 に 関 す る 資 料 を 用 意 す る 。  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

ス テ ッ プ １  未 成 年 者 の 財 産 や 収 支 に 関 す る 資 料 を 用 意 す る 。  

ス テ ッ プ ２  財 産 目 録 及 び 収 支 予 定 表 に 必 要 事 項 を 記 入 す る 。  

ス テ ッ プ ３  参 照 資 料 を コ ピ ー し て 添 付 資 料 を 作 る 。  

ス テ ッ プ ４  手 元 保 管 用 に コ ピ ー を 取 っ た 上 で ， 家 庭 裁 判 所 に 提 出 す る 。  
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未成年者の財産や収支に関する資料を用意する  

 

 

 

 

 ※  申 立 時 に 取 り 寄 せ た 資 料 に つ い て ， そ の 後 ， 内 容 に 変 化 が な い 場 合

は ， 改 め て 取 り 寄 せ る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 

（ 財 産 関 係 ）  

 □  預 貯 金 通 帳 （ 選 任 後 に 必 ず 記 帳 を し て く だ さ い 。 ）  

 □  運 用 実 績 報 告 書 等 （ 株 式 ， 投 資 信 託 ， 国 債 ， 外 貨 預 金 等 の 有 価 証 券

が あ る 場 合 ）  

 □  不 動 産 の 全 部 事 項 証 明 書 （ 登 記 簿 謄 本 ）  

□  保 険 証 書 （ 未 成 年 者 が 受 取 人 又 は 契 約 者 と な っ て い る も の ）  

 □  奨 学 金 借 用 証 書  な ど  

 

（ 収 支 関 係 ）  

 □  年 金 額 通 知 書 （ 年 金 収 入 が あ る 場 合 ）  

 □  確 定 申 告 書 の 控 え （ 賃 料 等 の 収 入 が あ る 場 合 ）  

 □  授 業 料 納 付 書 ， 納 税 通 知 書 ， 医 療 費 等 の 領 収 書  な ど  

 

（ 亡 親 等 の 相 続 財 産 に 関 す る 資 料 ）  

 □  亡 親 等 名 義 の 通 帳 や 不 動 産 の 全 部 事 項 証 明 書 （ 登 記 簿 謄 本 ）  

□  亡 親 等 の 負 債 に 関 す る 資 料  な ど     

申立 時に 提出 した 財産 目録 及び 収支 予定 表の 写し を手 元に 用意 して お

くと ，必 要な 資料 が 分 かり やす くな りま す。  

メ モ  

ス テ ッ プ １  ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ ４  
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財産目録及び収支予定表に必要事項を記入する 

 

１  財 産 目 録 （ 初 回 用 ） 及 び 収 支 予 定 表 の 用 紙 は ， 本 ハ ン ド ブ ッ ク に 添 付

さ れ て い ま す 。  

な お ， 大 阪 家 庭 裁 判 所 後 見 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ か ら は ， 最 新 の 書

式 が ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

 

２  用 意 し た 資 料 を 見 な が ら ， 記 載 例 を 参 考 に ， 財 産 目 録 及 び 収 支 予 定 表

に 必 要 事 項 を 記 入 し て く だ さ い 。  

な お ， 遺 産 分 割 未 了 の 相 続 財 産 が あ る 場 合 は ， 相 続 財 産 目 録 の 作 成 も

必 要 で す 。  

   

収 支 予 定 に つ い て ， 後 見 人 が 未 成 年 者 と 同 居 し て い て ， 食 費 等 の 生 活

費 を 区 別 す る こ と が 難 し い 場 合 は ， 家 族 の 構 成 人 数 ， 世 帯 全 体 の 収 入 な

ど を 踏 ま え て ， 未 成 年 者 一 人 分 の 生 活 費 の 額 を 決 め て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

３  未 成 年 者 が 複 数 い る 場 合 に は ， 未 成 年 者 ご と に 財 産 目 録 及 び 収 支 予 定

表 を 作 成 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

  

ここ で 作 成す る財 産目 録及 び収 支予 定表 が， 今後 の定 期報 告の 基礎 と

なり ます 。資 料に 基づ いて なる べく 正確 に作 成し てく ださ い。  

メ モ  

ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ １  ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ ４  



22 
 

 

 

参照資料をコピーして添付資料を作る 

 

 

 

 

 

 

１  預 貯 金 通 帳 は ， 通 帳 ご と に ， 必 ず 次 の 部 分 を コ ピ ー し て く だ さ い 。  

  □  表 紙  

  □  表 紙 を め く っ て す ぐ の 見 開 き ペ ー ジ  

  □  記 帳 さ れ て い る ペ ー ジ （ 申 立 時 か ら 現 在 ま で ）  

   ※  定 期 預 貯 金 が あ る と き は ， そ の ペ ー ジ  

    （ 表 紙 ）      （ 見 開 き ）     （ 記 帳 ペ ー ジ ）  

 

 

           

 

 

 

２  そ の 他 ， 参 照 し た 資 料 の コ ピ ー を 取 っ て ， 添 付 資 料 を 作 り ま す 。  

 申 立 時 に コ ピ ー を 提 出 し ， そ の 後 ， 内 容 に 変 更 が な い も の に つ い て

は ， 改 め て コ ピ ー を 取 る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

  保 険 証 書 な ど 表 裏 両 面 あ る も の は ， 両 面 と も コ ピ ー し て く だ さ い 。  

  不 動 産 の 全 部 事 項 証 明 書 （ 登 記 簿 謄 本 ） は ， 原 本 を 添 付 資 料 と し て

提 出 し て い た だ く た め ， コ ピ ー を 取 る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

用 紙 は Ａ ４ の 縦 向 き を 使 用 し ， 左 側 に ３ セ ン チ 程 度 の 余 白 （ と じ し

ろ ） が で き る よ う に コ ピ ー し て く だ さ い 。  

なお ，通 帳等 Ａ４ サイ ズよ りも 小さ いも のを コピ ーし ても ， 余 白 を 切

り 取 る 必 要 は あ り ま せ ん の で， その まま 提出 して くだ さい 。  

メ モ  

ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ １  ス テ ッ プ ４  

○○銀 行  

後 山 太 郎 様  

○○支 店  

口 座 番 号 ・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 

 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 

 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
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 手元保管用にコピーを取った上で，提出する 

 

作 成 し た 財 産 目 録 ， 収 支 予 定 表 及 び 添 付 資 料 を そ ろ え て ， 家 庭 裁 判所

に提 出し ます 。  

た だ し ， 提 出 前 に 必 ず コ ピ ー を 取 り ， 手 元 で 保 管 す る よ う に し て く だ

さ い （紛 失し ない よう ，本 ファ イル に綴 じて おく とよ いで しょ う。 ）。  

  また ，資 料の 原本 につ いて も， 大切 に保 管し てお いて くだ さい 。  

 

 

 

 

 

  

ス テ ッ プ ４  ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ １  

以上で初回報告は終了です。 

お疲れ様でした。 
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● 定期報告書類の作り方 

 

１  年 １ 回 ， 未 成 年 者 の 誕 生 月 に ， 自 主 的 に 定 期 報 告 書 類 を 提 出 し て く だ

さ い（ 監 督 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 は ，監 督 人 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。）。 

 

２  提 出 し て い た だ く 書 類 は ， 以 下 の と お り で す 。  

 □  未 成 年 後 見 事 務 報 告 書  

 □  財 産 目 録  

 □  添 付 資 料 （ 通 帳 の 写 し 等 ）  

 

３  定 期 報 告 書 類 の 作 り 方 の 手 順 は ， お お む ね ， 次 の と お り で す 。  

 

 未 成 年 者 の 収 入 や 支 出 に 関 す る 資 料 を 用 意 す る 。  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

ス テ ッ プ １  未 成 年 者 の 財 産 や 臨 時 の 収 支 に 関 す る 資 料 を 用 意 す る 。  

ス テ ッ プ ２  未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 及 び 財 産 目 録 に 必 要 事 項 を 記 入 す る 。  

ス テ ッ プ ３  参 照 資 料 を コ ピ ー し て 添 付 資 料 を 作 る 。  

ス テ ッ プ ４  手 元 保 管 用 に コ ピ ー を 取 っ た 上 で ， 家 庭 裁 判 所 に 提 出 す る 。  
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未成年者の財産や臨時の収支に関する資料を用意する 

 

 

 

 

  

【 必 ず 用 意 す る も の 】  

 □  預 貯 金 通 帳 （ 必 ず 報 告 基 準 日 （ 注 ） 経 過 後 に 記 帳 を し て く だ さ い 。 ）  

   長 期 間 記 帳 が さ れ ず ， そ の 間 の 入 出 金 が ま と め て 記 載 さ れ て い る 場

合 に は ， 金 融 機 関 で ， そ の 期 間 の 取 引 履 歴 も 取 得 し て く だ さ い 。  

   前 回 報 告 基 準 日 後 に 解 約 や 繰 越 を し た 通 帳 も 用 意 し て く だ さ い 。  

 □  運 用 実 績 報 告 書 等 （ 株 式 ， 投 資 信 託 ， 国 債 ， 外 貨 預 金 等 の 有 価 証 券

が あ る 場 合 ）  

報 告 基 準 日 以 前 の 直 近 の 日 付 で 発 行 さ れ た も の を 用 意 し て く だ さ い 。 

 □  前 回 報 告 基 準 日 後 に １ 回 １ ０ 万 円 以 上 の 臨 時 収 入 ・ 支 出 が あ っ た 場

合 は ， そ の 内 容 が 確 認 で き る 資 料  

 

【 前 回 報 告 か ら 内 容 に 変 化 が あ っ た 場 合 】  

 □  不 動 産 の 全 部 事 項 証 明 書 （ 登 記 簿 謄 本 ）  

□  保 険 証 書   

 □  定 期 的 な 収 支 の 変 化 が 確 認 で き る 資 料   

                                                   
（ 注 ） 報 告 基 準 日 と は ， 未 成 年 者 の 誕 生 月 の 前 月 末 日 で す 。 例 え ば ， 未 成 年 者 が

５ 月 ２ １ 日 生 ま れ の 場 合 は ， 誕 生 月 の 前 月 末 日 で あ る ４ 月 ３ ０ 日 が 報 告 基 準 日

に な り ま す 。  

前回 報告 時に 提出 した 財産 目録 及び 収支 予定 表の 写し を手 元に 用意 し

てお くと ，必 要な 資料 が分 かり やす くな りま す。  

メ モ  

ス テ ッ プ １  ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ ４  
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後見事務報告書及び財産目録に必要事項を記入する 

 

１  未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 及 び 財 産 目 録 の 用 紙 （ 原 本 ） は ， 本 ハ ン ド ブ ッ

ク に 添 付 さ れ て い ま す の で ， コ ピ ー し て 使 用 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

２  用 意 し た 資 料 を 見 な が ら ， 記 載 例 を 参 考 に ， 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 及

び 財 産 目 録 に 必 要 事 項 を 記 入 し て く だ さ い 。  

な お ， 遺 産 分 割 未 了 の 相 続 財 産 が あ る 場 合 は ， 相 続 財 産 目 録 の 作 成 も

必 要 で す 。  

 

  未 成 年 者 の 収 入 や 支 出 ， 生 活 状 況 に 変 化 が 生 じ て い る 場 合 に は ， 未 成

年 後 見 事 務 報 告 書 に ， そ の 内 容 を 正 確 に 記 載 し て く だ さ い 。  

 

３  未 成 年 者 が 複 数 い る 場 合 に は ， 未 成 年 者 ご と に 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書

及 び 財 産 目 録 を 作 成 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

  

ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ １  ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ ４  

書式 は予 告な く変 更さ れる こと があ りま す。 大 阪 家 庭 裁 判 所 後 見 セ ン

タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ を 確 認 し て ， 常 に 最 新 の 書 式 を 使 用 す る よ う に し て

く だ さ い 。  

メ モ  



27 
 

 

 

参照資料をコピーして添付資料を作る 

 

 

 

 

 

 

１  預 貯 金 通 帳 は ， 通 帳 ご と に ， 必 ず 次 の 部 分 を コ ピ ー し て く だ さ い 。  

  □  表 紙  

  □  表 紙 を め く っ て す ぐ の 見 開 き ペ ー ジ  

  □  記 帳 さ れ て い る ペ ー ジ （ 前 回 の 報 告 基 準 日 時 か ら 今 回 の 報 告 基 準

日 ま で ）  

   ※  定 期 預 貯 金 が あ る と き は ， そ の ペ ー ジ  

    （ 表 紙 ）      （ 見 開 き ）     （ 記 帳 ペ ー ジ ）  

 

 

           

 

 

 

２  そ の 他 ， 参 照 し た 資 料 の コ ピ ー を 取 っ て ， 添 付 資 料 を 作 り ま す 。  

 前 回 報 告 時 に コ ピ ー を 提 出 し ， そ の 後 ， 内 容 に 変 更 が な い も の に つ

い て は ， 改 め て コ ピ ー を 取 る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

  保 険 証 書 な ど 表 裏 両 面 あ る も の は ， 両 面 と も コ ピ ー し て く だ さ い 。  

  不 動 産 の 全 部 事 項 証 明 書 （ 登 記 簿 謄 本 ） は ， 原 本 を 添 付 資 料 と し て

提 出 し て い た だ く た め ， コ ピ ー を 取 る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

用 紙 は Ａ ４ の 縦 向 き を 使 用 し ， 左 側 に ３ セ ン チ 程 度 の 余 白 （ と じ し

ろ ） が で き る よ う に コ ピ ー し て く だ さ い 。  

なお ，通 帳等 Ａ４ サイ ズよ りも 小さ いも のを コピ ーし ても ， 余 白 を 切

り 取 る 必 要 は あ り ま せ ん の で， その まま 提出 して くだ さい 。  

メ モ  

ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ １  ス テ ッ プ ４  

○○銀 行  

後 山 太 郎 様  

○○支 店  

口 座 番 号 ・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 

 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 

 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
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 手元保管用にコピーを取った上で，提出する 

 

作 成 し た 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書 ， 財 産 目 録 及 び 添 付 資 料 を そ ろ え て，

家庭 裁判 所に 提出 しま す。  

た だ し ， 提 出 前 に 必 ず コ ピ ー を 取 り ， 手 元 で 保 管 す る よ う に し て く だ

さ い （紛 失し ない よう ，本 ファ イル に綴 じて おく とよ いで しょ う。 ）。  

  また ，資 料の 原本 につ いて も， 大切 に保 管し てお いて くだ さい 。  

 

 

 

 

 

 

  

ス テ ッ プ ４  ス テ ッ プ ２  ス テ ッ プ ３  ス テ ッ プ １  

以上で定期報告は終了です。 

お疲れ様でした。 
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● 金銭出納帳（記載例） 

※  後 見 人 が 手 元 で 管 理 し て い る 現 金 に つ い て ， 出 納 帳 を つ け て 下 さ い 。  

出 納 帳 に は 未 成 年 者 に 関 す る 収 入 ， 支 出 を 書 い て く だ さ い 。 領 収 書 類

も出 納帳 に貼 り付 ける など して 保管 して くだ さい 。  

 

下の 例で は，後 見 人（未 成年 者の 祖 父）と 後見 人の 妻（祖母），未 成年

者（中 学生 ）の 三人 暮ら し（借 家住 ま い）で ，家 族の 生活 費が 月額 ２０ 万

円 ， 後 見 人 の 年 金 収 入 が １ ６ 万 円 ， 未 成 年 者 の 遺 族 年 金 収 入 が ９ 万 円 の

た め ， 未 成 年 者 分 の 食 費 ， 光 熱 費 ， 家 賃 相 当 額 と し て ４ 万 円 を 未 成 年 者

の収 入か ら支 出し てい ます 。  

 

月 日      摘     要    収入金 額    支払金 額    差引残 高  

4  1         前 頁 か ら                 8 0 0 0 0  

4  1 ４ 月 分 生 活 費 （ 食 費 等 ）          4 0 0 0 0   4 0 0 0 0  

4 8 学 校 納 付 金           4 8 0 0   3 5 2 0 0  

4 12 部 活 遠 征 費 用           6 3 0 0   2 8 9 0 0  

4 15 ○ ○ 銀 行 か ら (遺 族 年 金 )  9 0 0 0 0         1 1 8 9 0 0  

4 16 体 操 服 代           5 3 0 0  1 1 3 6 0 0  

4 20 歯 科 医 院 代 (矯 正 歯 科 )          2 4 0 0  1 1 1 2 0 0  

4 25 給 食 代           3 5 0 0  1 0 7 7 0 0  

4 28 学 習 塾 月 謝          2 6 0 0 0   8 1 7 0 0  

4 29 修 学 旅 行 積 立 金          1 2 0 0 0   6 9 7 0 0  

5 1 ５ 月 分 生 活 費 （ 食 費 等 ）          4 0 0 0 0   2 9 7 0 0  
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● 添付書式一覧 
 

【 初 回 報 告 用 】  

 財 産 目 録 （ 初 回 用 ）  

 相 続 財 産 目 録 （ 初 回 用 ）  

 収 支 予 定 表  

 （ 記 載 例 ） 財 産 目 録 （ 初 回 用 ）  

 （ 記 載 例 ） 相 続 財 産 目 録 （ 初 回 用 ）  

 （ 記 載 例 ） 収 支 予 定 表  

 

【 定 期 報 告 ・ 終 了 報 告 用 】  

 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書  

 財 産 目 録  

 （ 記 載 例 ） 未 成 年 後 見 事 務 報 告 書  

 （ 記 載 例 ） 財 産 目 録  

 引 継 書  

 （ 記 載 例 ） 引 継 書  

 

【 そ の 他 の 報 告 用 】  

 連 絡 票  

 
 



（未成年者　           　　　　)

※通帳等を見て書いてください。

支店名 口座種別
資料
番号

　

種類 数量
評価
単価

資料
番号

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

 ．　 ．

合　計

名義人 保管者

 ．　 ．

施設等預入金（預入先:　　　　　　　）

２　有価証券関係（株式，投資信託，公債，社債など） ※直近の運用実績報告書等を見て書いてください。

１　預貯金（普通・定期・定額・積立など）・現金　

 ．　 ．

 ．　 ．

現　金

 ．　 ．

金融機関の名称 口座番号 残高（円） 記帳を確認した日

保管者名義人取扱金融機関銘柄等

合　計

 ．　 ．

 ．　 ．

 ．　 ．

初回用

評価額(円)

財産目録



資料
番号

資料
番号

※保険証書等を見て書いてください。

契約者 受取人
資料
番号

　 　

５　債権（貸付金など） ※債権の額や内容が分かる資料を見て書いてください。

資料
番号

６　負債 ※債務の返済額や内容が分かる資料を見て書いてください。

資料
番号

　　　

　　　

作成年月日 令和　　　年　　　月　　　日

記入者氏名 印

　　無 ・ 有（別紙「相続財産目録」のとおり）

７　相続財産（本人が相続人となっている遺産）

保険会社の名称

　

保険の種類

債務者名 債権の内容 当初の債権額（円）

　 　 　

債権者名（支払先） 残額（円）

地積（㎡）

３　不動産（土地）

　　不動産（建物）

※全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

※全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

床面積(㎡)

　　

備考（持分・現状）

所　在 地　番

　

所　在 種　類

地　目

合　計

　

　

保険金額
（円）

　

保険掛金
（月額）（円）

　

合　計

　

証書番号

　

４　保険契約（未成年者が契約者又は満期時受取人になっているもの）

　

　

家屋番号

債権の残額（円）

　

備考（持分・現状）

　

　 　

　 　 　

返済月額（円）負債の内容



別紙

被相続人

※通帳等を見て書いてください。 初回用

支店名 口座種別

　

※直近の運用実績報告書等を見て書いてください。

種類 数量 評価単価

株
口

株
口

株
口

※全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

備考（現
状）

契約者 被保険者 受取人

５　負債 ※債務の返済額や内容が分かる資料を見て書いてください。

債権者名（支払先） 残額（円） 備考負債の内容

　

合　計

　 　

相続分

合　計

３　不動産（土地）(家屋）

所　在 地番　家屋番号 地目　種類 地積　床面積（㎡）

２　有価証券関係（株式，投資信託，公債，社債など）

銘柄等 評価額(円) 相続分 保管者

現　金

合　計

１　預貯金（普通・定期・定額・積立など）・現金　

金融機関の名称 口座番号 残高（円） 相続分 保管者

６　その他

種類 備考金額

※死亡退職金，扶養料，貸借権，損害賠償請求権等，上記
以外の財産がある場合は記入してください。

４　保険金請求 　未成年者等が直ちに受取る予定となっているもの。※保険証券等を見て書いてください。

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金

相続財産目録



（月額で記載してください。） (未成年者：             　 　　　   　　 )

印

その他 （ ）

その他 （

月 日

円

 円

小計 円

円

） 円

円）

その他 （ ） 円

その他

円

円

円

）

教育費

課外活動費（部費等）

 

遺族年金・厚生

交通費（通学定期代）

（

その他 （ ）

手　　当  

 

収 支 予 定 表

　　　令和 年

(年金額決定書，確定申告書を見て記入してください。）

金　 額　（月額）

 円  

記 入 者 氏 名

年　　金 円  

作 成 年 月 日

1 未成年者の収入
種　　別 名 称 ・ 支 給 者

遺族年金・国民

円  その他の年金 （ ） 

円

円

不動産収入   円

手　　当

給　与　等

円  その他 （ ）

2 未成年者の支出 （納税通知書，領収書等を見て記入してください。）

　収　入　月　額　合　計

品　　目 支　　払　　先 金　　額　（月額） 小　　計

校納金（授業料等）

（ ）

円

その他

円

 

 円

その他

生活費（食費，衣料費等）

小遣い

通信費（携帯使用料等）

日常生活費

円

（

税金，社会保険料等

固定資産税

公租公課（固定資産税を除く）

（

円

小計

 円

円

 円 小計

 円

　

）

生命保険料

国民健康保険料等

その他

その他 （ ）

3 収 支 予 定

）

　支　出　月　額　合　計

その他 （ 円

円 小計

  

収入月額  円 支出月額 増 ・ 減 円 月額

円

円

 円

 円

円 小計

円

 

 円

 

円

資料番号入 金 先 通 帳

資料番号



（未成年者　大阪 松男　　　　)

※通帳等を見て書いてください。

支店名 口座種別
資料
番号

大手前 普通 1

馬場 定期 2

通常 3

定額 4

　

種類 数量
評価
単価

資料
番号

なし
株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

評価額(円) 保管者名義人

後見人

〃

〃

〃

取扱金融機関銘柄等

合　計 4,558,257

施設等預入金（預入先:　　　　　　　）

大阪松男

〃

〃

〃

口座番号 残高（円） 記帳を確認した日 名義人 保管者

Ｒ○．○．○

34,567

 ．　 ．

 ．　 ．

 ．　 ．

1,500,000

 ．　 ．

２　有価証券関係（株式，投資信託，公債，社債など）※直近の運用実績報告書等を見て書いてください。

１　預貯金（普通・定期・定額・積立など）・現金　

ゆうちょ 34567890 789,123 Ｒ○．○．○

ゆうちょ 45678901 2,000,000 Ｒ○．○．○

現　金

Ｒ○．○．○ＡＢＣ 1234567 234,567

金融機関の名称

初回用

いろは 2345678

合　計

財産目録

【「財産目録」「相続財産目録」についてのご注意】

※全部事項証明書（登記簿謄本）は，原本を提出してください（返却はできません。）。

※添付資料については，未成年後見人ハンドブック２２頁を参照してＡ４判でコピーを取り，提出してください。

・通帳は，作成日の直近に記帳してください。

・通帳を見ながら，１円の単位まで記入してください。

ない場合は，「なし」と記載してください。



資料
番号

資料
番号

※保険証書等を見て書いてください。

契約者 受取人
資料
番号

大阪松子 大阪松男 5

〃 〃 6

　 　

５　債権（貸付金など） ※債権の額や内容が分かる資料を見て書いてください。

資料
番号

６　負債 ※債務の返済額や内容が分かる資料を見て書いてください。

資料
番号

7

　　　

　　　

作成年月日 令和　○ 年　○ 月　○ 日

記入者氏名 印

備考（持分・現状）

学生支援機構

　

　

790,000 20,000

　

　 　 　

返済月額（円）負債の内容

奨学金

生命保険

　

証書番号

23 45 6789012

22F-234567

　

４　保険契約（未成年者が契約者又は満期時受取人になっているもの）

　

　

家屋番号

債権の残額（円）

　

地　目

790,000合　計

なし

　

　

保険金額
（円）

1,000,000

3,000,000

　

保険掛金
（月額）（円）

0

　

合　計

地積（㎡）

３　不動産（土地）

　　不動産（建物）

※全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

※全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

500

床面積(㎡)

　　

備考（持分・現状）

所　在 地　番

　

　

所　在 種　類

なし

大 阪 太　郎

　　無 ・ 有（別紙「相続財産目録」のとおり）

７　相続財産（本人が相続人となっている遺産）

保険会社の名称

かんぽ生命

大阪保険会社

　

保険の種類

学資保険

債務者名 債権の内容 当初の債権額（円）

なし

　 　 　

債権者名（支払先） 残額（円）

大阪

奨学金借用書や金銭消費貸借契約書を見て記入してください。

本人に相続財産がない場合は「無」に○をつけてくだ

さい。相続財産がある場合は「有」に○をつけ，「相続

財産目録」を作成してください。

保険契約証書を見て記入してください。

ある場合,
全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

ある場合,
全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。



別紙

被相続人

※通帳等を見て書いてください。 初回用

支店名 口座種別

中央 普通

定額

　

※直近の運用実績報告書等を見て書いてください。

種類 数量 評価単価

株式
５００株

口
2,000
円

投資信託
　　　株
466,789口

0.96円

株
口

※全部事項証明書（登記簿謄本）を見て書いてください。

備考（現状）

未成年者居住

未成年者居住

※保険証券等を見て書いてください。

契約者 被保険者 受取人

大阪松子 大阪松子 大阪松男

〃 〃 〃

５　負債 ※債務の返済額や内容が分かる資料を見て書いてください。

生命保険 123　454678 5,000,000大阪生命

○○共済 共済保険 4567　8910 1,000,000

４　保険金請求

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金

未成年者等が直ちに受取る予定となっているもの。

2,000,000 ○○会社から支払い予定

６　その他

種類 備考

死亡退職金

金額

※死亡退職金，扶養料，貸借権，損害賠償請求権等，
上記以外の財産がある場合は記入してください。

１　預貯金（普通・定期・定額・積立など）・現金　

金融機関の名称 口座番号 残高（円） 相続分 保管者

大阪　松子

ＡＢＣ 3456789 1,782,359 ２分の１ 後見人

ゆうちょ 67890123 5,000,000 〃 〃

２　有価証券関係（株式，投資信託，公債，社債など）

銘柄等 評価額(円) 相続分 保管者

現　金 なし

合　計 6,782,359

○○○電気工業 1,000,000 ２分の１ 後見人

○○ＧＥＦ・○○オープン 450,000 〃 〃

相続分

大阪市○○区○○９丁目 １０番２ 宅地 120.34 ２分の１

合　計 1,450,000

３　不動産（土地）(家屋）

所　在 地番　家屋番号 地目　種類 地積　床面積（㎡）

２分の１大阪市○○区９丁目１０番地２ １０番２ 居宅 96.00

　 　

債権者名（支払先） 残額（円） 備考

10,300,000

○○銀行 10,000,000 団体信用保険で弁済予定

○○クレジット

負債の内容

300,000 　

住宅ローン

キャッシング

合　計

相続財産目録

※ 記載欄が足りない場合は，用紙をコピー等して複数枚にわたって書いてください。

※ 相続放棄する予定の財産も記入してください。

住宅ローンの償還表，契約

書等を見て記入してください。



初回用

○○

小計

小計 円

増 ・ 減円

61,000 円

円8,933

 円

　

〃

 
遺族年金・国民

 

その他 （ ） 円

 

円交通費（通学定期代）

（

その他

その他

予備校 ）

日

収 支 予 定 表

令和 ○○ 年

(年金額決定書，確定申告書を見て記入してください。）

金　 額　（月額） 入 金 先 通 帳

小計

記 入 者 氏 名 大　阪　太　郎

年　　金 円8,323 大阪松男名義△△銀行△△支店

作 成 年 月 日

手　　当

月

）

1 未成年者の収入

種　　別 名 称 ・ 支 給 者

その他の年金 （

遺族年金・厚生

円

円

○○

（

65,009

円

円

） 円

 

その他 （ ）奨学金 20,000 円 大阪松男名義○○銀行○○支店

不動産収入

93,332 円

  円

2 未成年者の支出 （納税通知書，領収書等を見て記入してください。）

金　　額　（月額） 小　　計

23,000 円

円

円

中央高校
中央高校

その他 ○○学園

　収　入　月　額　合　計

品　　目 支　　払　　先

教育費

課外活動費（部費等）

校納金（授業料等）

○○鉄道

（ ）

4,800
15,000
4,215

円

円

円47,015小計円

税金，社会保険料等

固定資産税

公租公課（固定資産税を除く）

国民健康保険料等

その他

日常生活費

通信費（携帯使用料等）

小遣い

）

）

3 収 支 予 定

）

　支　出　月　額　合　計

その他 （

円

収入月額 93,334 円 支出月額

116,948

円

116,948 円 月額 23,614

 円 小計

その他 （ ）

生命保険料

（

600 円

 

円

円

8,333 円

円

円

6,000 円

円

円

円

手　　当

給　与　等

生活費（食費，衣料費等）

5,000

50,000

（月額で記載してください。）

印

その他 （

国民年金・厚生年金等の年金証書
を見て，記入してください。

月額を計算して記入してください。
例；遺族年金（厚生）年額９９，８７６円の場
合，

振込書や領収書を見
て記入してください。

納税通知書，各種保険料通知書
を見て記入してください。

「財産目録」と同じように，「収支予定表」に使用する資料も，A４判のコピーを
とって提出してください。

月々の財産の増減を
計算してください。



1 

 

未成年後見人選任事件 事件番号令和   年（家）第       号 

未成年者氏名          【未成年者の誕生月：   月】 

 

未成年後見事務報告書 

（令和  年  月末日現在） 

※ 未成年者の誕生月の前月を上記に記入し，同時点の状況を以下にご記入ください。 

 

作成年月日     令和    年    月    日  

未成年後見人氏名                  印  

未成年後見人住所                     

日中に連絡がとれる電話番号                       

 

 未成年者の生活状況について  

 

１ 前回報告以降，未成年者の住所に変化はありましたか。 

 □ 変わらない。  □ 以下のとおり変わった。 

【住民票上の住所】 

                                         

【実際に住んでいる場所】（※施設等も含む。） 

                                         

 ※ 変わったことが確認できる資料（住民票，施設入所に関する資料など）を本報告書ととも

に提出してください。 

 

２ 前回報告以降，未成年者の学校，職業，心身の状況，生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特にない。    

□ 以下のとおり変化があった。 

 □  平成・令和   年   月   日               を卒業した。                         

  □  平成・令和   年   月   日               に入学した。         

  □  平成・令和   年   月   日               に就職した。         

  □                                          

                                             

                                             

 

 



2 

 

３ 未成年後見が終了する，以下のような出来事がありましたか。 

  □ 未成年者の年齢が成人（２０歳）に達した。 

  □ 未成年者が婚姻した。（※婚姻の記載がある未成年者の戸籍謄本をご提出ください。） 

届出年月日  令和   年   月   日 

  □ 未成年者の養子縁組が成立した。 

   （※ 養子縁組の記載がある未成年者の戸籍謄本をご提出ください。） 

届出年月日  令和   年   月   日 

  □ 親権者が親権を行使できる状態となった。（所在判明，親権管理権回復，精神症状の改

善等） 

未成年後見終了届出年月日   令和   年   月   日 

  

  □ 以上の出来事はなかった。 

 

未成年者の財産状況について  

 

１ 前回報告以降，月々の定期収入と定期支出に変化はありましたか。 

 □ 特に変わらない。 

 □ どちらかが変わった。もしくは両方とも変わった。 

  （「変わった」と答えた場合）変わった時期，費目，理由及び変更前と変更後の月額を以下

にお書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

変わった時期 費目 理由 
変更前の月額 

      （円） 

変更後の月額 

      （円） 

資料

番号 

・  ・           

・  ・ 
 

        

・  ・ 
 

        

・  ・ 
 

        

 

２ 前回報告以降，１回につき１０万円以上の臨時収入がありましたか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）以下にその内容をお書きください。また，これらが確認できる資

料を本報告書とともに提出してください。 

年月日 費目 理由 金額（円） 入金口座 
資料

番号 

 ． ．           

 ． ．           

 ． ．              

 ． ．              

 



3 

 

３ 前回報告以降，１回につき１０万円以上の臨時支出がありましたか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）以下にその内容をお書きください。また，これらが確認できる資

料を本報告書とともに提出してください。 

年月日 費目 理由 金額（円） 
資料

番号 

． ．            

． ．             

． ．             

． ．             

 

４ 前回報告以降，未成年者が得た金銭（定期収入，臨時収入の全てを含む。）は，全額，今回コ

ピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 □ はい。  □ いいえ。 

  （「いいえ」と答えた場合）入金されていないお金はいくらで，現在どのように管理してい

ますか。また，入金されていないのはなぜですか。以下にお書きください。 

                                                

                                            

                                            

                                            

 

５  前回報告以降，未成年者の財産から，未成年者以外の人（親族，未成年後見人自身を含みま

す。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）誰に，いくら，どのような目的で支出したかを，以下にお書きく

ださい。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

                                                

                                            

                                            

 

６ その他，裁判所に報告しておきたいことがあればお書きください。 

                                                

                                            

                                            

                                            

注１）本書面のコピーをとり，原本を裁判所に提出し，コピーをお手元で保管してください。 

注２）本書面の内容について，資料の提出を求めたり，ご事情をお尋ねする場合があります。 

 



令和　　 年 　　月　 　日 未成年後見人 印

　

支店名 口座種別 名義人 管理者
資料
番号

　

　

種類 数量 評価単価 名義人 管理者
資料
番号

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

株
口

（令和　　年　　月末日現在）報告基準日
※　未成年者の誕生月の前月末日を上記に記入し，同時点の状況を以下にご記入ください。

　未成年者の財産の内容は以下のとおりです（通帳については，上記報告基準日以降に記帳し，表紙
部分，見開き部分，前回提出時以降の取引履歴をコピーした上で添付してください。）。

　未成年者の財産の内容は以下のとおりです（その存在を示す資料（直近の運用実績報告書等）の写しを
添付してください。評価額については，運用実績報告書等の額を記載してください。）。

合　計

銘柄等

 ．  ．

現　金

２　有価証券関係（株式，投資信託，公債，社債など）

取扱金融機関

合　計

評価額(円)

前回報告時の合計額

 ．  ．

 ．  ．

 ．  ．

未成年後見人選任事件　事件番号令和　　　年（家）第　　　　　　号   【 未成年者氏名： 　　　　　　　　】

財 産 目 録

１　預貯金・現金

金融機関の名称 口座番号
残高（円）

(報告基準日時点で
の残高)

記帳を確認した日

施設等預入金（預入先：　　　　　　　　　　  　）

 ．  ．

 ．  ．



　

４　保険契約（未成年者が契約者又は受取人になっているもの） 　

　

　　　

　

　　　

　

６　負債

□　前回報告から変わりありません。　　　□　未成年者の負債の内容は別紙のとおりです。

５　債権（貸付金など）

□　前回報告から変わりありません。　　　□　未成年者の財産の内容は別紙のとおりです。

□　前回報告から変わりありません。　　　□　未成年者の財産の内容は別紙のとおりです。

３　不動産（土地，建物） 　

□　前回報告から変わりありません。　　　□　未成年者の財産の内容は別紙のとおりです。

以下の財産（負債を含む。）のうち，

①　前回報告から変化がない項目については，左側の□にレ点を入れてください。

②　前回以降にその内容に少しでも変化があった項目については，右側の□にレ点を入れてくだ
　さい。この場合は，前回までに報告したものも含め，改めて現在の財産の内容を別紙にお書き
　いただき，内容に変化があったことが分かる資料を添付してください。



資料番号

資料番号

４　保険契約（未成年者が契約者又は受取人になっているもの） 　

保険金額
（円）

保険掛金
（月額）

契約者 資料番号

　

　　　

資料番号

　　　

資料番号

合　計 　 　

　 　 　 　

合　計 　 　

６　負債

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円）

　 　 　 　

　 　 　 　

５　債権

債務者名 債権の内容 当初の債権額（円） 債権の残額（円）

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 受取人

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　　不動産（建物）

所　在 家屋番号 種　類 床面積(㎡) 備　考

　 　 　

　 　 　

　 　 　

【 別紙 】

【以下の財産のうち，前回以降に変化があったものについては，それが分かる資料を添付してください。】

３　不動産（土地） 　

所　在 地　番 地　目 地積（㎡） 備　考
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未成年後見人選任事件 事件番号令和●●年（家）第 ●●●● 号 

未成年者氏名 ●●●●    【未成年者の誕生月： ●月】 

 

未成年後見事務報告書 

（令和●●年●●月末日現在） 

※ 未成年者の誕生月の前月を上記に記入し，同時点の状況を以下にご記入ください。 

 

作成年月日     令和 ●● 年 ●● 月 ●● 日  

未成年後見人氏名  ● ● ● ●      印  

未成年後見人住所  ●●市●●町●丁目●番●号      

日中に連絡がとれる電話番号 ●●●－●●●●－●●●●                 

 

 未成年者の生活状況について  

 

１ 前回報告以降，未成年者の住所に変化はありましたか。 

 □ 変わらない。  ☑ 以下のとおり変わった。 

【住民票上の住所】 

                                         

【実際に住んでいる場所】（※施設等も含む。） 

 令和●●年●月●日から●●市●●町●丁目●番●号において一人で生活している。                

 ※ 変わったことが確認できる資料（住民票，施設入所に関する資料など）を本報告書ととも

に提出してください。 

 

２ 前回報告以降，未成年者の学校，職業，心身の状況，生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特にない。    

☑ 以下のとおり変化があった。 

 ☑  平成・令和 ３１年  ３月 ２４日  ●●高校         を卒業した。                         

  ☑  平成・令和 ３１年  ４月  ５日  ●●大学●●学部     に入学した。         

  □  平成・令和   年   月   日               に就職した。         

  □                                          
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３ 未成年後見が終了する，以下のような出来事がありましたか。 

  □ 未成年者の年齢が成年年齢（１８歳）に達した。 

  □ 未成年者が婚姻した。（※婚姻の記載がある未成年者の戸籍謄本をご提出ください。） 

届出年月日  令和   年   月   日 

  □ 未成年者の養子縁組が成立した。 

   （※ 養子縁組の記載がある未成年者の戸籍謄本をご提出ください。） 

届出年月日  令和   年   月   日 

  □ 親権者が親権を行使できる状態となった。（所在判明，親権管理権回復，精神症状の改

善等） 

未成年後見終了届出年月日   令和   年   月   日 

  

  ☑ 以上の出来事はなかった。 

 

未成年者の財産状況について  

 

１ 前回報告以降，月々の定期収入と定期支出に変化はありましたか。 

 □ 特に変わらない。 

 ☑ どちらかが変わった。もしくは両方とも変わった。 

  （「変わった」と答えた場合）変わった時期，費目，理由及び変更前と変更後の月額を以下

にお書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

変わった時期 費目 理由 
変更前の月額 

      （円） 

変更後の月額 

      （円） 

資料

番号 

31.  3.  遺族年金  受給が終了したため  80,000  0  1 

31.  4. 5 授業料  大学に進学したため  5,000  80,000  2 

31.  4. 5 生活費  一人暮らしになったため  20,000  40,000  3 

31.  4. 5 奨学金  奨学金の貸与を受けるため  0  15,000  4 

 

２ 前回報告以降，１回につき１０万円以上の臨時収入がありましたか。 

 □ ない。  ☑ ある。 

  （「ある」と答えた場合）以下にその内容をお書きください。また，これらが確認できる資

料を本報告書とともに提出してください。 

年月日 費目 理由 金額（円） 入金口座 
資料

番号 

30.10．3 生命保険  生命保険を受領したため  300万  ●●銀行△△支店  5 

30.11．5 学資保険  満期金を受領したため  300万  同上  6 

 ． ．              

 ． ．              
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３ 前回報告以降，１回につき１０万円以上の臨時支出がありましたか。 

 □ ない。  ☑ ある。 

  （「ある」と答えた場合）以下にその内容をお書きください。また，これらが確認できる資

料を本報告書とともに提出してください。 

年月日 費目 理由 金額（円） 
資料

番号 

31．3． 3 入学金      大学に進学したため  1,000,000  7 

31．3．10 敷金・礼金  アパート暮らしを始めたため  300,000  8 

31．3．10 生活用品の購入      家具，電化製品の購入のため  300,000  9 

． ．             

 

４ 前回報告以降，未成年者が得た金銭（定期収入，臨時収入の全てを含む。）は，全額，今回コ

ピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 □ はい。  ☑ いいえ。 

  （「いいえ」と答えた場合）入金されていないお金はいくらで，現在どのように管理してい

ますか。また，入金されていないのはなぜですか。以下にお書きください。 

     親族や未成年後見人が高校卒業祝い，大学入学祝いとして未成年者にあげたお祝い約１６ 

   万円は大学生活を送る中で急に現金が必要になった時，未成年後見人が近くにいないため 

   未成年者が困ることがないよう，未成年者が現金で持っている。            

                                            

 

５  前回報告以降，未成年者の財産から，未成年者以外の人（親族，未成年後見人自身を含みま

す。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 ☑ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）誰に，いくら，どのような目的で支出したかを，以下にお書きく

ださい。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

                                                

                                            

                                            

 

６ その他，裁判所に報告しておきたいことがあればお書きください。 

      特になし。                                   

                                            

                                            

                                            

注１）本書面のコピーをとり，原本を裁判所に提出し，コピーをお手元で保管してください。 

注２）本書面の内容について，資料の提出を求めたり，ご事情をお尋ねする場合があります。 

 



令和●●年 ●●月　●●日 未成年後見人 ●●●● 印

　

支店名 口座種別 名義人 管理者
資料
番号

△△支店 普通 未成年者 未成年後見人 10

△△支店 定期 未成年者 未成年後見人 11

□□支店 普通 未成年者 未成年後見人 12

　

　

種類 数量 評価単価 名義人 管理者
資料
番号

株式
100株

口 300円 未成年者 未成年後見人 13

投資信託
株

50口 700円 未成年者 未成年後見人 14

株
口

株
口

株
口

株
口

未成年後見人選任事件　事件番号令和　　　年（家）第　　　　　　号   【 未成年者氏名： 　　　　　　　　】

財 産 目 録

１　預貯金・現金

金融機関の名称 口座番号
残高（円）

(報告基準日時点で
の残高)

記帳を確認した日

施設等預入金（預入先：　　　　　　　　　　  　）

●●銀行 ●●●● 862,356

●．●．●●●銀行

●．●．●

 ．  ．

 ．  ．

 ．  ．

6,035,343

■■証券

前回報告時の合計額 4,983,476

合　計

■■信託銀行

評価額(円)

30,000

35,000

12,987 ●．●．●

現　金 160,000

２　有価証券関係（株式，投資信託，公債，社債など）

取扱金融機関

（令和●●年●●月末日現在）報告基準日
※　未成年者の誕生月の前月末日を上記に記入し，同時点の状況を以下にご記入ください。

　未成年者の財産の内容は以下のとおりです（通帳については，上記報告基準日以降に記帳し，表紙
部分，見開き部分，前回提出時以降の取引履歴をコピーした上で添付してください。）。

　未成年者の財産の内容は以下のとおりです（その存在を示す資料（直近の運用実績報告書等）の写しを
添付してください。評価額については，運用実績報告書等の額を記載してください。）。

合　計

銘柄等

●●電気（株）

●●オープン

■■銀行 ●●●●

65,000

●●●● 5,000,000



　

４　保険契約（未成年者が契約者又は受取人になっているもの） 　

　

　　　

　

　　　

　

以下の財産（負債を含む。）のうち，

①　前回報告から変化がない項目については，左側の□にレ点を入れてください。

②　前回以降にその内容に少しでも変化があった項目については，右側の□にレ点を入れてくだ
　さい。この場合は，前回までに報告したものも含め，改めて現在の財産の内容を別紙にお書き
　いただき，内容に変化があったことが分かる資料を添付してください。

☑　前回報告から変わりありません。　　　□　未成年者の財産の内容は別紙のとおりです。

□　前回報告から変わりありません。　　　☑　未成年者の財産の内容は別紙のとおりです。

３　不動産（土地，建物） 　

□　前回報告から変わりありません。　　　☑　未成年者の財産の内容は別紙のとおりです。

□　前回報告から変わりありません。　　　☑　未成年者の負債の内容は別紙のとおりです。

５　債権（貸付金など）

６　負債



資料番号

15

資料番号

16

４　保険契約（未成年者が契約者又は受取人になっているもの） 　

保険金額
（円）

保険掛金
（月額）

契約者 資料番号

2,000,000 2,000 未成年後見人 17

　

　　　

資料番号

　　　

資料番号

4

合　計 　 　

●●●● 奨学金 年間１８万円の貸与を受ける。 令和●●年●●月以降，●●円ずつ返済予定

　 　 　 　

合　計 　 　

６　負債

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円）

　 　 　 　

　 　 　 　

５　債権

債務者名 債権の内容 当初の債権額（円） 債権の残額（円）

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 受取人

▲▲生命 医療保険 123-456 未成年者

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

●●市●●町●●番地 ●番●
木造瓦葺き
平屋建て

●●．●●

　 　 　 　 　

　　不動産（建物）

所　在 家屋番号 種　類 床面積(㎡) 備　考

　 　 　

　 　 　

●●市●●町 ●番● 宅地 ●●．●● 持分１／２

　 　 　

【 別紙 】

【以下の財産のうち，前回以降に変化があったものについては，それが分かる資料を添付してください。】

３　不動産（土地） 　

所　在 地　番 地　目 地積（㎡） 備　考



　　令和　　　年　　　月　　　日

□ 成人した本人
（未成年者）

□ 養　　親

引　　継　　書

　財産目録（令和　　年　　月　　日作成）記載の財産につい

て，内容を確認し，未成年後見人から引継ぎを受けました。

未成年者が成人したり，養子縁組をした場合などは，未成年後見が終了します。

この場合，未成年後見人は，２か月以内に管理する財産を計算し，財産目録を作

成したうえで，本書面に成人した本人（未成年者）や養親などから署名と押印を

得て，財産を引き継いでください。

引き継ぎ後，本書面，財産目録，未成年後見事務報告書を裁判所に提出してく

ださい。

未成年後見人へ
本 書 面 に つ い て

印

印

印

印



　　令和　●●年　●●月　●●日

☑ 成人した本人
（未成年者） 　　●●●●

□ 養　　親

引　　継　　書

　財産目録（令和●●年●●月●●日作成）記載の財産につい

て，内容を確認し，未成年後見人から引継ぎを受けました。

未成年者が成人したり，養子縁組をした場合などは，未成年後見が終了します。

この場合，未成年後見人は，２か月以内に管理する財産を計算し，財産目録を作

成したうえで，本書面に成人した本人（未成年者）や養親などから署名と押印を

得て，財産を引き継いでください。

引き継ぎ後，本書面，財産目録，未成年後見事務報告書を裁判所に提出してく

ださい。

未成年後見人へ
本 書 面 に つ い て

印

印

印

印



 

 

基本事件  令和   年 第       号 

 

  大阪家庭裁判所家事第４部後見係 御中 

連  絡  票 

                                         令和   年   月   日 

                        （未成年者                  ） 

             未成年後見人                印 

             住所 

             電話番号（日中連絡が取れる番号をお書き下さい。） 

 

下記のとおり連絡いたします。 

記 

 



 

連絡票（記載例） 

記載例１（未成年者が養子縁組した場合） 
 
 未成年者は令和○年○月○日に，母方祖父と養子縁組しました。 
未成年者の戸籍謄本を同封します。 

 

記載例２（未成年者が婚姻した場合） 

未成年者は令和○年○月○日に結婚しました。未成年者の戸籍謄本を同封します。

注：未成年者が婚姻届を出していない場合（同棲や内縁関係）は連絡は不要です。 

 

記載例３（未成年者の住所が変更した場合） 

 未成年者は令和○年○月から進学（就職）で，一人暮らしを始めました。住所と携

帯電話の電話番号は以下のとおりです。住民票を同封します。 

住所，○県○市○町○番○号，携帯電話の電話番号○○○○。 

 

記載例４（保険金を受領した場合） 
 

令和○年○月○日，未成年者の亡母が生前加入し，未成年者が受取人となって

いる○○生命保険会社の死亡保険金１０００万円を受領しました。保険金は，未

成年者名義の○○銀行○○支店普通預金口座（口座番号○○○○○）に入金され

ました。保険金の支払通知書の写しと入金先の預金通帳の写しを同封します。 

 

記載例５（遺産分割をする場合） 

 未成年者の亡父の遺産分割を行おうと思います。遺産の内容は未成年後見人

選任時に提出した「相続財産等目録」のとおりで，土地１筆と建物１棟と預貯

金が８００万円あります。相続人は未成年者２名だけです。不動産は，持分２

分の１ずつで登記し，預貯金は４００万円ずつ未成年者名義の普通預金口座

（口座番号○○○）に振り込む予定です。未成年者の亡父名義の不動産の全部

事項証明書（登記簿謄本）と未成年者の亡父名義の預貯金通帳の写しを同封し

ました。この内容で遺産分割を進めてよいでしょうか？ 



 

記載例６（葬儀費用を清算する場合） 

 未成年者の亡母の葬儀は未成年者を喪主として行いましたが，葬儀費用の合計

１００万円については，未成年後見人が立て替えました。今回，未成年者が遺産

を９００万円受け取ったので，その遺産で葬儀費用を清算したいと考えています。 

 葬儀費用の明細は同封した書面のとおりです。領収証の写しも同封します。葬

儀費用を清算してもいいでしょうか。 

 

 

記載例７（立替金を返済する場合） 

 未成年者の叔父は，未成年者の亡父の生前の医療費，家賃及び光熱費等として

合計８０万円を立て替えて支払っていますが，今回，未成年者の預貯金から立替

金を返済してもらいたいと言ってきています。 

 立替金の明細は同封した書面のとおりです。領収証の写しも同封します。未成

年者の叔父に立替金を返済してもいいでしょうか。 

 

 

記載例８（高額商品を購入する場合） 

 ※おおよそ５０万円以上の商品やサービスを購入する場合に連絡票を使用してください。 

令和○年○月○日，未成年者が就職し，一人暮らしを始めることになり，引っ

越し費用がかかり，新たに家具と電化製品を購入しようと思っています。引っ越

し費用と家具と電化製品の価格は合計１００万円になります。 

 引っ越し費用の見積書の写しと家具と電化製品のパンフレットを同封します。

引っ越し費用を支払って，家具と電化製品を購入してもいいでしょうか。 

 

 

記載例９（財産を処分する場合） 

 未成年者が１８歳になり，遺族年金の支給が打ち切られました。未成年者は大

学進学を希望しており，生活費や将来の学費に充てるために，未成年者が亡くな

った父から相続した自宅を売却したいと考えています。自宅は空き家のままで，

現在，未成年者は未成年後見人宅で同居しており，自立するまで未成年後見人宅

で暮らす予定です。 

 不動産業者によると，見積額は約１０００万円で，仲介手数料などを差し引く

と，９００万円が残りそうです。この条件は，他の不動産会社に確認しても妥当

な金額です。この条件で売却してもよいでしょうか。不動産評価証明書の写し及

び見積書の写しを同封します。 

 

 



 

記載例１０（未成年後見人が病気で辞任したい場合） 

 未成年後見人が脳梗塞で倒れ，入院しました。私は未成年者の伯父です。未成

年後見人が後見事務を行うことができないため，私が後任の未成年後見人になり

たいと思います。近日中に未成年後見人の辞任と後任の未成年後見人選任の申立

てをする予定です。その申立ての方法を教えてください。なお，私の連絡先は，

住所は○○○○，携帯電話の電話番号は○○○○です。 

 

記載例１１（その他） 

 未成年後見人が自宅をリフォームすることになりました。リフォーム費用の半

額２００万円を未成年者の預貯金から支出したいと考えています。 
未成年後見人は未成年者と同居していますが，自宅が老朽化し，どうしてもリ

フォームが必要です。見積もり額は４００万円ですが，未成年後見人は年金暮ら

しのため，未成年後見人だけで費用を負担することが出来ません。未成年者の預

貯金残高は８００万円で，毎月の収支も黒字です。リフォーム後は自宅の持分の

２分の１を未成年者名義に変更する予定ですし，未成年後見人の相続人は未成年

者だけなので，将来的には自宅は未成年者が相続することになります。預金から

２００万円を出してもよいでしょうか。 
     
 

 

回答できない例 

後見人の自宅をリフォームすることになりました。未成年者も後見人と同居し

ているので，リフォーム費用の一部を未成年者の預貯金から出したいと思います。

いくらなら出してもよいでしょうか。 

 
 

これに対し・・・ 

記載例１１のように，後見人が何をしたいのかについて，具体的に記入

してください。 

回答できない例のように，どうすれば認められるかといった質問には 

お答え出来ません。 



 　 　

1 　　私は，標記の事件につき，未成年後見人に選任された場合，責任をもって職務を

　　また，家庭裁判所から調査や報告，資料の提示を求められた場合は期限内に必ず

3 　　金銭の出納に関して疑義が生じないよう，高額（おおよそ１件１０万円以上）な支出

号

2

第

の領収書や契約書等の裏付け資料を保管するとともに，帳簿や金銭出納帳につける

などして，きちんと管理します。

4

令和

　　未成年後見人選任後，１か月以内に，必ず「財産目録」，「収支予定表」及び「通帳

誠実かつ適正に行います。

の写し等の裏付け資料」を提出します。

大 阪 家 庭 裁 判 所

裁　判　官

年

誓 　 　約 　 　書

計算を行い，未成年者に管理財産を引き渡します。

印

令和 年 月 日

未成年後見人候補者

(別紙１)

(養子縁組，婚姻等）は，連絡票を使用して，すみやかに家庭裁判所に連絡します。

6 　　後見が終了した際（未成年者が成人する等）には，未成年者の財産について管理

家庭裁判所に報告するなどして，家庭裁判所の指示に従います。

5 　　後見の事務を行う中で，困難な問題が生じた場合や後見が終了する場合

　　後見事務について，未成年者の誕生日の属する月に，毎年報告書を提出します。

殿


